
官民ジョブサイト のご案内

官民人材交流センター
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内閣府官民人材交流センターでは、45歳以上の国家公務員が再就職に
利用できる求人情報サイト（官民ジョブサイト）を運営しています。

所属府省

企業・団体

※約１,２００の企業・団体が
利用登録

❶求人登録
❸利害関係確認

❹ ❸の確認を経て
応募の連絡

官民人材交流センター

❺選考、結果通知

※利用のイメージ

企業・団体名 勤務地 業務 賃金 勤務

〇〇株式会社 東京都□□区 経理担当 〇万円 週５日

（公社）〇〇協会 広島県□□市 部長 〇万円 週５日

〇〇信用金庫 大阪府□□市 コンプライアンス担当 〇万円 週４日

〇〇大学 宮城県□□市 事務職 〇万円 週５日

国家公務員向けの求人を掲載

❷求人閲覧・応募

企業・団体からスカウトされる場合もある

・経験業務

・保有資格

・希望する仕事

・希望勤務地

・希望収入

・自己PR

・
・

求人を探す

求職者情報の登録
官民ジョブサイト

【 利用登録手続き 】

※ 「利用申込書」の様式は当センターのウェブサイトでダウンロードできます。

所属府省の人事
担当に、「利用申
込書」を提出

官民人材交流セン
ターで受理後、本人
確認を経てＩＤ交付

「官民ジョブサ
イト」に、求職
者情報を登録

求人の検索・
閲覧等のサー
ビス利用

４５歳以上の
国家公務員

※２１省庁約２,４００人が登録
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採用内定事例

産業振興団体の常務理事、業界団体の事務局長

公益財団法人の主任調査員（相談業務担当）、一般財団法人の総務課長

銀行の監査担当部長、保険会社の監査担当部長、信用金庫の部長、顧問

士業事務所（税理士法人、特許事務所など）の社員税理士、弁理士

一般社団法人の技術職員、専任指導員、総務室長補佐

４５歳以上の国家公務員向けの求人のみ掲載しています。
６０歳前後の方を中心に多くの方が様々な企業・団体に再就職しています。
全国の求人が掲載されています。

再就職規制に抵触しないか確認が行われるので在職中でも安心です。

退職時期は決めていないが、とりあえず求人を見たいという方も歓迎です。
早い時期から求人を見ることで、中長期的なキャリアプランの参考になります。

職員の登録情報を利用した企業・団体からのスカウト機能もあります。
経歴・資格等によるスカウトです。企業・団体は、氏名など個人が特定できる情報を
見ることはできません。

私立大学の参与、公立大学の教授、産学連携コーディネーター

社会福祉法人（特別養護老人ホーム）の施設長補佐

認可法人の専門契約職員、契約社員

建設会社の技術部長、新事業推進部次長

製造業の物流部門の指導・研修担当

本サービスを活用した再就職者数

官民ジョブサイトの特長

Case１

Case２

Case３

Case４

Case５

Case６

Case７

Case８

Case９

Case１０

企業・団体（求人事業主）、国家
公務員（求職者）の登録数も増
え、再就職者数（実績）は年々
増加しています。

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

20

48
59 65

86

2023年度

（人）

2024年１月現在の状況
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 再就職準備セミナー（官民人材交流センター主催）
 生涯設計セミナー５０（人事院主催）
 生涯設計セミナー４０（人事院主催）

※詳細については、主催機関のホームページ等を参照してください。

国家公務員のための求職活動ヒント集をホームページに掲載しています

https://www8.cao.go.jp/jinzai/pdf/jigyom/hint.pdf

利用者の声

登録した当初はあまり求人情報を閲覧してなかったが、定年が近づいてから月に１
回程度閲覧していたところ、希望する地域に職務経験を活かせそうな求人を見つけ
て応募した。（信用金庫に内定、採用）

再任用も希望しつつ、官民人材交流センターで探していたところ、先方の求人要件
に合う経歴だったので応募した。（健康保険組合の職員に内定、採用）

再就職先を選んだ理由は、出身県の隣の県の会社であることと、新しいことにチャ
レンジしている会社というイメージを持ったから。この事業には、同じくらいの年
代の仲間といっしょに求職者登録した。（建設会社の技術顧問に内定、採用）

スカウトされたので、まずは会ってみようと思った。いやなら断ればいいと思って
いた。先方から断られる可能性もあると思ったが、面接の結果、来てほしいという
ことだったので、思い切って決めた。最初の数か月は仕事の進め方などにとまどい
があったが対応できるようになった。気持ちをリセットすることが大事だと思う。
（税理士法人に内定、採用）

参考情報

ヒント集 目次
 中堅・シニア層の転職の基本
 応募先を探す際のヒント
 応募書類作成のヒント
 面接のヒント
 参考資料

ぜひ参考にしてください！

各府省の中堅・シニア職員が参加できるセミナーがあります

再就職までに間が空いて無収入になる期間を作りたくなかったので、現職のうちか
ら使うことができて、求人情報を閲覧して応募先を選べるこの事業が自分にとって
メリットが大きいと思い、登録し、活用した。（私立大学の参与に内定、採用）
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● 詳しくは官民人材交流センターのホームページをご覧ください。

電話でのお問い合わせ ： 03-6268-7677 （直通） 官民センター

Q & A

Ｑ 早期退職をしなくても利用できるのでしょうか？

早期退職募集とは関係なく45歳以上の国家公務員が利用できます。退職時期が未定の方
でも利用できるので、職業生活設計のための情報収集手段の一つとして広くご活用ください。

Ｑ 利用申込みをすると、退職希望者と認識されて、人事で不利な取扱いになりま
せんか？

当センターでは、退職時期が未定の方も含めて中長期的にご活用いただくこともできる事業
と位置付けています。各府省の人事担当課に対しても、利用登録をしたことをもって退職す
ることを前提とした取扱いをすることのないよう依頼しています。

Ｑ 自宅にパソコンがないのですが、どうやって利用すればよいですか？

所属府省等の人事担当を通じて利用申し込みをした後は、勤務時間外に、個人で所有する
端末で官民ジョブサイトにアクセスして求人検索や情報登録をしていただくこととなります。
自宅にパソコンがなくても、スマートフォンやタブレット端末でのご利用も可能です。
（注：携帯端末版ウェブサイトではないので、パソコンの方が見やすくなります。）

Ｑ 再就職規制があるので、現職国家公務員である間は求職活動はできないのでは
ないでしょうか？

再就職規制（求職規制）では、現職の国家公務員が利害関係のある企業等に対して求職活
動をすることを禁じています。利害関係のある企業等に該当しなければ求職活動を行うこと
は可能ですが、個人で正確に判断することは難しい場合もありますので、事前にチェックす
る仕組みのある当センターの情報提供サービスを使うと安心です。

Ｑ 企業からのスカウトがあったら応じなければいけないのでしょうか？

求人企業からのスカウトに応じるかどうかは自由ですので、求人内容が希望と異なる場合
は断ることができます。
ただし、希望と一部異なる部分がある求人であっても、やり取りを通じて条件のすり合わせ
ができる場合もありますので、まずは応じてみることもご検討ください。

Ｑ 求人に応募した後に辞退してもよいのでしょうか？

求人に応募した後、何らかの理由で選考の過程や内定が出た後に辞退をすることは可能
です。
ただし、マナーを守って、求人企業に対して丁寧な連絡をするようお願いします。なお、辞退
された場合には、当センターにもその旨ご報告をお願いします。

2024-01
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